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は
じ
め
に

本
稿
は
、
江
戸
幕
府
大
老
職
の
起
源
と
も
い
え
る
立
場
に
あ
っ
た
井
伊
直
孝
の
行

為
と
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
井
伊

直
興
以
来
井
伊
家
当
主
が
度
々
就
い
た
大
老
職
は
将
軍
徳
川
家
光
・
家
綱
時
代
の
直

孝
の
役
割
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
系
統
の
者
と
し
て
松
平
忠
明
、
保
科
正
之

が
い
る
こ
と
を
示
し
、
あ
わ
せ
て
、
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
・
酒
井
忠
清
・
堀
田
正

俊
ら
老
中
を
経
て
「
大
老
」
と
な
っ
た
者
と
は
系
統
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
た①
。
同

名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
幕
政
上
の
立
場
や
役
割
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
二
系
統
あ
っ
た
初
期
大
老
の
差
異
に
注
目
し
た
前
稿
に
引
き
続
き
、
本
稿
で

は
同
系
統
に
属
し
た
松
平
忠
明
と
の
比
較
を
通
じ
て
直
孝
の
役
割
を
追
究
す
る
。

直
孝
ら
の
政
治
的
役
割
は
藤
井
讓
治
氏
が
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
の
中
で
論
じ

て
い
る②
。
徳
川
家
臣
団
で
最
大
の
軍
団
を
率
い
る
直
孝
と
忠
明
が
年
寄
衆
の
一
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
、
幕
政
参
与
す
る
こ
と
で
家
光
親
政
開
始
当
初
の
幕
政
強
化
が
は

か
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
論
は
当
該
期
の
幕
政
諸
勢
力
を
詳
細
に
分
析
し
て
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
名
を
幕
政
の
一
勢
力
に
位
置
づ
け
た
意
義
は
大
き
い
と
考

え
る
。
し
か
し
分
析
対
象
が
幕
政
上
の
行
為
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
三
宅
正
浩
氏
は
武
家
編
成
区
分
を
追
究
す
る
中
で
両
名
を
位
置
づ
け
た③
。

徳
川
家
臣
で
あ
る
譜
代
大
名
は
軍
事
を
つ
か
さ
ど
る
「
譜
代
」
と
側
近
で
奉
公
し
た

「
旗
本
」
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、「
譜
代
」
の
筆
頭
に
位
置
す
る
直
孝
・

忠
明
は
そ
の
立
場
に
基
づ
い
て
幕
政
に
参
与
し
た
と
い
う
。
徳
川
将
軍
家
の
武
威
を

支
え
る
大
名
集
団
が
「
譜
代
」
と
い
う
語
で
概
念
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
両
名
の

行
為
や
立
場
を
「
譜
代
」
の
範
疇
で
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
幕
政
参
与

に
と
ど
ま
ら
ず
、「
譜
代
」
と
し
て
の
登
城
や
出
仕
と
い
っ
た
行
為
か
ら
も
両
名
の
あ

り
様
を
検
討
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
光
政
権
を
構
成
し
た
諸
勢
力
の
関
係
の

さ
ら
な
る
解
明
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

直
孝
の
幕
政
上
の
行
為
の
中
に
は
、
忠
明
は
務
め
ず
直
孝
の
み
が
老
中
と
列
座
す

る
も
の
が
あ
る
の
は
藤
井
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
両
名
共
通
の
行
為
と
直

孝
単
独
の
も
の
に
区
分
し
て
検
討
す
る
。

一　

忠
明
と
共
通
す
る
行
為

１　

幕
政
参
与
の
再
検
討

藤
井
氏
は
井
伊
直
孝
・
松
平
忠
明
の
幕
政
参
与
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
導
き
出
し

た
。①  

直
孝
・
忠
明
の
幕
政
参
与
は
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
一
月
に
死
去
し
た
大
御
所

徳
川
秀
忠
か
ら
そ
の
死
の
直
前
に
拝
命
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
名
は
秀
忠
死
去

直
後
に
行
な
わ
れ
た
そ
の
院
号
を
協
議
す
る
年
寄
会
議
に
列
座
し
て
い
る
。

②  

両
名
は
、
年
寄
の
行
為
の
う
ち
申
渡
し
と
挨
拶
を
行
な
っ
て
い
る
。
年
寄
か
ら

初
期
大
老
井
伊
直
孝
の
二
つ
の
役
割

―
松
平
忠
明
と
の
比
較
を
通
し
て
―

野　

田　

浩　

子
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諸
大
名
・
諸
役
人
ら
へ
の
申
渡
し
の
う
ち
、
両
名
が
申
渡
者
と
な
っ
た
も
の
は

重
要
事
で
は
あ
る
が
数
量
的
に
は
少
な
い
。
た
だ
、
両
名
の
記
載
が
な
く
と
も

列
座
し
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、「
申
渡
し
お
よ
び
申
渡
し
の
場
へ
の
列
座
と
い

う
形
で
の
直
孝
・
忠
明
の
幕
閣
内
で
の
役
割
は
、
あ
な
が
ち
小
さ
な
も
の
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」④

と
す
る
。
挨
拶
は
将
軍
と
諸
大
名
ら
と
の
対
面
儀
礼
な

ど
で
将
軍
に
代
わ
り
儀
礼
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
老
中
と
な
る
土
井

利
勝
・
酒
井
忠
勝
ら
と
共
に
行
な
う
こ
と
が
多
い
。

③  

直
孝
と
忠
明
の
幕
政
へ
の
関
わ
り
は
、
当
初
同
等
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
差
異

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
は
忠
明
の
病
気
に
よ
る
帰
国
（
寛
永
十
年
三
月
）、
直

孝
の
奉
公
ぶ
り
の
良
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
ま
ず
、『
江
戸
幕
府
日
記
』⑤

等

か
ら
家
光
親
政
当
初
の
直
孝
の
行
為
を
抽
出
し
た
（
表
1
）。
直
孝
・
忠
明
と
老
中⑥
（
酒

井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
）
が
揃
っ
て
列
座
し
た
事
例
は
十
五
件
確
認
で
き
、
将

軍
が
出
座
し
た
場
で
の
「
伺
候
」
四
件
（
4
・
13
・
15
・
41
）、「
挨
拶
」
四
件
（
10
・

14
・
16
・
40
）、「
申
渡
し
」
二
件
（
24
・
27
）、
そ
の
他
に
老
中
会
議
や
御
家
騒
動
の
審

議
へ
の
出
席
な
ど
が
あ
っ
た
。
一
方
、
老
中
は
務
め
ず
両
名
の
み
の
行
為
は
八
件
あ

り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
参
詣
・
御
成
な
ど
将
軍
の
外
出
時
の
伺
候
、
ま
た
は
将
軍
が

料
理
等
を
下
賜
す
る
際
の
相
伴
で
あ
る
。

直
孝
・
忠
明
が
揃
っ
て
年
寄
衆
の
会
議
へ
列
座
し
た
の
は
、
藤
井
氏
が
取
り
上
げ

た
秀
忠
院
号
協
議
の
一
例
の
み
で
あ
る
（
1
）。
拝
命
直
後
で
ま
だ
そ
の
役
割
が
確
定

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
次
章
で
見
る
よ
う
な
変
化
に
伴
う
も
の
か
、

そ
の
要
因
は
断
定
し
が
た
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
後
両
名
揃
っ
て
の
年
寄
会
議
へ

の
出
席
は
確
認
で
き
ず
、
両
名
の
役
割
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
申
渡
し
」
と
「
挨
拶
」
は
繰
り
返
し
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

「
挨
拶
」
は
、
藤
井
氏
は
「
将
軍
に
代
わ
り
儀
礼
を
行
な
う
」
と
す
る
が
、
さ
ら
に

限
定
で
き
る
。『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
九
年
七
月
二
十
六
日
条
に
は
、酒
井
忠
行
が

家
光
の
面
前
に
召
さ
れ
て
父
忠
世
の
病
状
を
問
わ
れ
た
際
「
弥
無
油
断
可
致
養
生
之

旨
上
意
掃（

井
伊
直
孝
）

部
・
大（

土
井
利
勝
）

炊
・
讃（

酒
井
忠
勝
）

岐
御
挨
拶
申
上
」
と
あ
り
、「
弥
無
油
断
可
致
養
生
」
と
い

う
将
軍
の
上
意
を
直
孝
ら
伺
候
者
が
発
言
す
る
こ
と
を
「
御
挨
拶
申
上
」
と
表
現
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
挨
拶
」
と
い
う
語
は
『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
特
有
の
表
現
で
あ
り
、他
の
史
料
で

は
「
挨
拶
」
を
使
わ
ず
に
同
様
の
行
為
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
次
の
事
例
は
そ

の
一
つ
で
、
直
孝
ら
の
発
言
や
着
座
位
置
が
判
明
す
る
。

寛
永
十
二
年
三
月
十
一
日
、
柳
川
一
件
の
尋
問
が
将
軍
家
光
が
出
座
の
も
と
で
行

な
わ
れ
た
。
図
1
は
そ
の
際
の
座
配
図
で
あ
る
。
尋
問
は
江
戸
城
本
丸
大
広
間
で
行

図 1　  公事対決之御座配図（東京大学史料編纂所蔵「宗家史
料」10-1-7）
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表 1　井伊直孝の行為と列座者

年 月 日 内容 行為
将
軍
出
御

列座者
典
拠
史
料

井
伊
直
孝

松
平
忠
明

酒
井
忠
世

土
井
利
勝

酒
井
忠
勝

1 寛永 9 1 30 秀忠院号案検討の会議に直孝・年寄ら列座 寄合 ○ ○ ○ ○ ○ B

2 寛永 9 2 22 増上寺にて法事後、土井利勝の宿坊にて斎 斎 ○ ○ ○ ○ ○ B

3 寛永 9 7 2 国替を命じられた池田光政・光仲家臣へ帷子等を下賜。直孝ら挨拶 挨拶 ○ ○ ○ ○ ○ A

4 寛永 9 7 24 増上寺台徳院廟へ将軍参詣、直孝ら御堂縁に祗候 伺候 ○ ○ ○ ○ AB

5 寛永 9 7 24 将軍還御後、諸大名奉拝の間、直孝ら祗候 伺候 ○ ○ ○ A

6 寛永 9 7 25 崇伝登城、直孝らに対面 対面 ○ ○ ○ B

7 寛永 9 7 25 崇伝へ増上寺領寄進文言につき直孝らから発言 伝達 ○ ○ ○ B

8 寛永 9 7 26 酒井忠行召出、父忠世養生すべき上意。直孝ら挨拶申上 挨拶 ○ ○ ○ ○ A

9 寛永 9 8 4 増上寺台徳院廟へ親王・公家ら参詣、直孝・忠明御堂縁に伺候 伺候 ○ ○ B

10 寛永 9 8 30 増上寺へ大覚寺門跡参詣。直孝ら挨拶のため遣わさる 挨拶 ○ ○ ○ ○ A

11 寛永 9 9 15 崇源院七回忌法事、増上寺へ将軍参詣。崇伝、直孝・忠明と同道御目見 同道 ○ ○ ○ B

12 寛永 9 9 15 将軍還御後、御三家・公家ら焼香の間、直孝ら伺候 伺候 ○ ○ 年寄 B

13 寛永 9 10 6 毛利秀就御目見、参勤御礼。直孝ら祗候 伺候 ○ ○ ○ ○ ○ A

14 寛永 9 10 10 京極忠高・鍋島勝茂・蜂須賀忠英参勤御礼、直孝ら挨拶 挨拶 ○ ○ ○ ○ ○ A

15 寛永 9 11 1 月次御礼日、御三家対顔の間直孝ら祗候 伺候 ○ ○ ○ ○ ○ A

16 寛永 9 11 1 浅野光晟・浅野長直参勤、継目御礼。直孝ら挨拶申上 挨拶 ○ ○ ○ ○ ○ A

17 寛永 9 11 11 崇伝、将軍虫気の見舞い状を年寄へ遣わす 取次 ○ ○ ○ ○ B

18 寛永 9 11 22 二丸茶屋で三家に御茶賜う。直孝・忠明相伴 相伴 ○ ○ ○ C

19 寛永 9 12 13 西丸酒井忠世邸へ将軍御成。直孝・忠明相伴 相伴 ○ ○ ○ A

20 寛永10 1 13 御座間で御三家へ料理下さる。直孝・忠明挨拶 挨拶 ○ ○ ○ A

21 寛永10 1 20 具足祝儀、直孝・忠明相伴 相伴 ○ ○ ○ A

22 寛永10 1 24 台徳院一周忌法事、増上寺へ将軍参詣。直孝・忠明御堂落縁に伺候 伺候 ○ ○ ○ C

23 寛永10 2 10 数寄屋へ出御、直孝らへ御茶下される 下賜 ○ ○ ○ ○ A

24 寛永10 2 16 軍役積定を十万石から千石までの面々へ申渡す 申渡 ○ ○ ○ ○ A

25 寛永10 3 5 黒田騒動、土井利勝邸にて栗山大膳を取り調べる 審議 ○ ○ ○ D

26 寛永10 3 8 黒田騒動、土井利勝邸にて黒田家重臣が対決、直孝ら列座 列座 ○ ○ ○ ○ ○ D

27 寛永10 3 16 黒田騒動、酒井忠世宅に黒田忠之と家老を召し寄せ、裁定を申渡す 申渡 ○ ○ ○ ○ ○ A

28 寛永10 4 14 西丸酒井忠世邸へ将軍御成。直孝相伴 相伴 ○ ○ ― A

29 寛永10 4 26 直孝年寄中寄合へ着座につき菓子下される 下賜 ○ ― 年寄 A

30 寛永10 4 30 松平正綱宅にて寄合、直孝ら出座 寄合 ○ ― ○ ○ A

31 寛永10 5 13 惣番頭・物頭へ酒井重澄の改易を申渡す 申渡 ○ ― ○ ○ A

32 寛永10 5 28 松平家信御目見、参勤御礼。直孝・酒井忠行挨拶 挨拶 ○ ○ ― A

33 寛永10 6 22 西丸酒井忠世邸へ将軍御成。水戸頼房相伴に直孝加わる 相伴 ○ ○ ― B

34 寛永10 6 23 昨日演能の松平利綱ら召出、仰せあり。直孝ら挨拶申上 挨拶 ○ ○ ― ○ A

35 寛永10 8 3 馬揃御覧に品川仮御殿へ御成。直孝・昵近衆・譜代大小名御目見 供奉 ○ ○ ― A

36 寛永10 9 27 国持大名へ堀尾山城守家断絶の上意を伝える 申渡 ○ ― ○ ○ ○ A

37 寛永10 11 15 将軍不例につき月次登城の諸大名は直孝らに謁す 拝謁代理 ○ ― ○ ○ ○ A

38 寛永10 12 1 将軍不例につき月次登城の諸大名は直孝らに謁す 拝謁代理 ○ ― ○ ○ ○ A

39 寛永10 12 27 将軍本復。直孝ら腰物拝領 拝領 ○ ― ○ ○ ○ A

40 寛永10 12 28 松平光長・前田光高、島津家久ら国持大名 23 名御目見。直孝ら挨拶 挨拶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ A

41 寛永11 1 24 台徳院三回忌、増上寺廟堂に将軍参詣。直孝・忠明御堂縁に伺候 伺候 ○ ○ ○ ○ ○ A

42 寛永11 2 3 春日局のもとへ将軍の使者、稲葉正則に父遺領を相続させる旨伝える 伝達 ○ E

43 寛永11 2 10 直孝・忠明ら譜代 27 名へ御鷹の鶴料理下さる 下賜 ○ ○ A

44 寛永11 5 2 天海大僧正召され酒下さる。直孝・忠明列座 列座 ○ ○ ○ A

45 寛永11 5 6 島津光久御暇・御前腰物拝領、直孝ら挨拶 挨拶 ○ ○ ― ○ ○ A

注　  ①その他の年寄（永井尚政・青山幸成・内藤忠重・稲葉正勝）の列座は省略した。年寄以外の列座は「内容」欄にて示した。
②― は、帰国につき江戸不在中を示す。 
③「伺候」「祗候」の表記は、「内容」欄では史料通りとしたが、同一行為とみなして「行為」欄では「伺候」に統一した。
④典拠史料　A：『江戸幕府日記　酒井家本』（ゆまに書房）、B：『本光国師日記』、C：『徳川実紀』、D：『黒田続家譜』、E：『寛
政重修諸家譜』（稲葉正則の項）
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な
わ
れ
、
家
光
は
中
段
の
奥
に
座
し
、
尋
問
を
受
け
る
対
馬
藩
主
宗
義
成
は
下
段
、

同
藩
家
老
柳
川
調
興
は
縁
頬
に
座
し
て
い
る
。
中
段
か
ら
下
段
に
か
け
て
、
左
右
か

ら
中
央
を
向
く
配
置
で
諸
大
名
が
着
座
し
て
お
り
、
将
軍
か
ら
見
て
右
脇
の
も
っ
と

も
近
い
位
置
に
井
伊
直
孝
・
松
平
忠
明
・
土
井
利
勝
が
列
座
し
た
。
こ
の
三
名
は
左

右
二
度
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
間
に
「
是
ハ
義
成
公
御
出
有
テ
座
ヲ
立
上

意
申
渡
」
と
あ
る
。
当
初
、
将
軍
に
近
い
位
置
に
列
座
し
て
い
た
三
人
は
、
宗
義
成

が
出
て
く
る
と
そ
の
並
び
の
ま
ま
義
成
の
近
く
へ
平
行
移
動
し
、「
上
意
申
渡
」
を
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
御
前
尋
問
の
次
第
は
、対
馬
藩
内
で
作
成
さ
れ
た
「
寛
永
丙
子
信
使
記
録
」⑦

に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一

 
 

同（
三
月
）十

一
日
、
大（

徳
川
家
光
）

猷
院
様
出
御
、
豊（

柳
川
調
興
）

前
一
件
之
儀
御
直
ニ
御
聞
被
遊
ル
、
光（

宗
義
成
）雲

院
様
御
前
七
間
半
之
席
ニ
御
伺
公
被
成
、
豊
前
と
御
対
決
有
之
、
一
件
之
次

第
先
豊
前
ゟ
為
申
上
候
様
ニ
与
之
上
意
ニ
付
、
豊
前
御
訴
段
々
申
上
候
内
ニ

光
雲
院
様
御
咎
被
成
候
儀
十
二
三
ヶ
条
有
之
、
豊
前
詞
屈
候
様
子
ニ
相
見
候

節
、
光
雲
院
様
御
儀
御
前
近
御
寄
り
被
成
候
様
ニ
与
上
意
ニ
付
、
一
二
畳
も

御
進
出
御
伺
公
被
成
候
時
、
酒
井
讃（

忠
勝
）岐

守
様
ニ
も
御
添
被
成
御
座
、
其
時
御

前
ゟ
御
尋
之
条
々
御
返
答
被
仰
上
ル
、

　
（
七
ヶ
条
の
尋
問
内
容
省
略
）

　

  

右
之
条
々
御
返
答
相
済
候
節
、
御
老
中
様
方
へ
外
ニ
申
上
候
儀
無
之
候
ハ
ヽ

豊
前
引
退
ケ
候
様
ニ
与
之
上
意
ニ
付
、
豊
前
・
七
左
衛
門
引
退
（
後
略
）

こ
こ
で
将
軍
の
上
意
は
、
①
対
決
冒
頭
「
先
豊
前
ゟ
為
申
上
候
様
ニ
与
之
上
意
」、

②
柳
川
調
興
か
ら
の
訴
え
と
宗
義
成
か
ら
の
反
論
が
十
二
三
ヶ
条
繰
り
返
さ
れ
た

後
、
義
成
へ
「
御
前
近
御
寄
り
被
成
候
様
ニ
与
上
意
」、
③
七
ヶ
条
に
わ
た
る
「
御
前

ゟ
御
尋
」、
④
尋
問
終
了
後
、
老
中
に
対
し
「
外
ニ
申
上
候
儀
無
之
候
ハ
ヽ
豊
前
引
退

ケ
候
様
ニ
与
之
上
意
」
の
四
度
示
さ
れ
て
い
る
。

座
配
図
に
は
「
上
意
申
渡
」
を
し
た
の
が
直
孝
ら
三
名
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
上

意
」
は
彼
ら
が
発
言
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
江
戸
幕
府
日
記
』
で
は
「
挨
拶
」

と
表
現
さ
れ
て
い
た
将
軍
の
「
上
意
」
を
述
べ
る
行
為
が
柳
川
一
件
の
御
前
尋
問
の

場
で
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
直
孝
ら
三
名
が
脇
に
列
座
し
て
「
上
意
」
と
し
て
発
言

し
尋
問
を
進
行
し
て
い
た
。

「
申
渡
し
」
に
つ
い
て
は
、藤
井
氏
が
『
江
戸
幕
府
日
記
』
よ
り
抽
出
し
た
九
十
五

件
の
う
ち
、
老
中
に
加
え
て
直
孝
・
忠
明
が
列
座
し
た
も
の
は
三
件
、
老
中
と
直
孝

の
も
の
は
二
件
あ
っ
た
（
表
2
）。
確
か
に
件
数
は
少
な
い
が
、
両
名
が
列
座
す
る
も

の
に
は
共
通
性
が
見
出
せ
る
。両
名
が

列
座
し
な
い
も
の
は
、旗
本
以
下
へ
の

役
職
・
御
用
任
命
、
跡
目
、
加
増
、
暇

等
と
い
っ
た
実
務
的
な
申
渡
し
で
、当

該
者
本
人
へ
伝
達
し
て
い
る
。そ
れ
に

対
し
て
両
名
が
列
座
し
た
も
の
は
武

家
諸
法
度
を
は
じ
め
重
要
法
令
の
改

定
、大
名
の
改
易
な
ど
将
軍
の
政
策
判

断
を
伴
う
重
要
事
項
で
あ
る
。ま
た
伝

達
相
手
は
、
大
名
の
改
易
の
場
合
、
酒

井
山
城
守
（
重
澄
）
の
改
易
を
惣
番
頭
・

物
頭
へ
、堀
尾
山
城
守
家
の
断
絶
を
国

持
大
名
へ
と
、当
該
者
の
属
す
る
集
団

の
者
へ
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、広
く
諸
大
名
へ
重
要
な
発
表
を
す

る
際
に
直
孝
・
忠
明
が
列
座
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、表
1
で
数
件
あ
っ
た「
伺
候
」

と
は
将
軍
出
座
の
場
で
傍
に
列
座
す

表 2　井伊直孝・松平忠明が列座した「申渡し」
年 月 日 対象者 内容

1 寛永 10 2 16 十万石より千石まで 軍役積
2 寛永 10 3 16 黒田忠之・家老 赦免
3 寛永 10 5 13 惣番頭・物頭 酒井山城守改易
4 寛永 10 9 27 国持之面々 堀尾山城守改易
5 寛永 12 6 21 諸大名・譜代大名 武家諸法度の申渡
注　  ①藤井讓治『江戸幕府老中制形成過程の研究』表 7・14「江戸幕府年寄申
渡し一覧」（寛永 9年 6 月～ 12 年）の中から、井伊直孝・松平忠明が申
渡者に含まれるものを抽出した。

　　  ②松平忠明は寛永 10 年 3 月から 12 月の期間は帰国中につき、3・4には
列座していない。
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る
こ
と
で
あ
り
、「
挨
拶
」
は
「
伺
候
」
し
た
上
で
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
挨

拶
」「
申
渡
し
」
は
い
ず
れ
も
将
軍
の
意
を
伝
達
す
る
行
為
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。

直
孝
・
忠
明
が
老
中
と
共
に
行
な
う
行
為
の
多
く
が
「
挨
拶
」「
伺
候
」「
申
渡
し
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
意
を
伝
達
す
る
行
為
と
将
軍
の
傍
に
列
座
す
る
行
為
の
二
つ

が
両
名
の
政
務
上
の
役
割
の
中
核
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

２　

殿
中
儀
礼
で
の
行
動

江
戸
城
で
は
日
々
定
例
・
臨
時
の
行
事
が
繰
り
返
さ
れ
、
諸
大
名
は
行
事
ご
と
に

登
城
し
て
将
軍
へ
拝
謁
し
た
。
殿
中
儀
礼
の
研
究
に
よ
り
、
正
月
・
節
句
・
月
次
な

ど
の
年
中
儀
礼
は
元
和
期
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
て
家
光
政
権
期
ま
で
に
大
枠
は
確
立

し
て
い
た
こ
と
、
殿
中
で
の
対
面
儀
礼
は
官
位
な
ど
拝
謁
者
の
身
分
格
式
に
基
づ
き

礼
席
（
対
面
す
る
部
屋
）、
着
座
位
置
、
装
束
に
格
差
が
つ
け
ら
れ
、
儀
礼
の
場
で
は

将
軍
と
の
関
係
や
大
名
間
の
序
列
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る⑧
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
定
例
の
殿
中
儀
礼
の
中
か
ら
月
次
登
城
と
具
足
祝
儀
を
取
り

上
げ
て
直
孝
・
忠
明
の
動
向
を
確
認
し
て
い
く
。

ま
ず
、
家
光
親
政
開
始
当
初
の
月
次
登
城
の
次
第
を
見
て
い
く
。
月
次
登
城
日
に

は
、家
光
は
居
室
の
あ
る
「
中
奥
」
空
間
の
御
座
間
か
ら
「
表
」
空
間
へ
と
出
御
し
、

ま
ず
黒
書
院
で
対
面
儀
礼
を
行
な
う
。

一  

辰
之
后
刻
御
黒
書
院　

出
御
、
尾（

義

直

・

頼

宣

）

張
紀
伊
両
亜
相
・
水
戸
黄（

頼
房
）門

御
対
顔
、

掃（
井
伊
直
孝
）

部
頭
・
下（

松
平
忠
明
）

総
・
大（

土
井
利
勝
）

炊
・
讃（

酒
井
忠
勝
）

岐
御
前
江
祗
候
、
有
暫
時
両
亜
相
水
戸
黄
門
御

退
去
之
後
、
安
藤
帯（

直
次
）刀

・
成
瀬
隼（

正
虎
）人

・
中
山
備（

信
吉
）

前
守
・
水
野
淡（

重
長
）

路
守
御
前
江

被
召
出
、
従
御
勝
手
方
松
平
越（

光
長
）

後
守
・
井
伊
靱（

直
滋
）負・

松（
前
田
光
高
）

平
筑
前
守
・
同（

前
田
利
次
）

淡
路
守
・

同（
前
田
利
治
）

宮
松
丸
・
保
科
肥（

正
之
）

後
守
・
松
平
隠（

定
行
）

岐
守
・
井
伊
兵（

直
之
）

部
少
御
目
見
、（
以
下
略
）

（『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
九
年
十
一
月
一
日
条
）

黒
書
院
で
は
、
御
三
家
と
そ
の
付
家
老
、
秀
忠
娘
の
子
で
あ
る
松
平
光
長
（
越
後
高

田
藩
主
）
と
前
田
光
高
・
利
次
・
利
治
兄
弟
（
加
賀
藩
前
田
利
常
の
息
男
）、「
譜
代
」
の

う
ち
井
伊
直
滋
・
保
科
正
之
・
松
平
定
行
・
井
伊
直
之⑨
が
順
に
将
軍
の
面
前
に
出
て

御
目
見
し
た
。
こ
の
時
、
直
孝
・
忠
明
は
老
中
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
と
共
に
伺
候

し
て
お
り
行
事
の
執
行
者
側
の
立
場
で
対
面
儀
礼
に
臨
ん
で
い
る
。
座
次
は
直
孝
が

筆
頭
で
、
官
位
順
に
並
ぶ
。
次
に
家
光
は
白
書
院
へ
移
り
そ
の
他
の
大
名
か
ら
月
次

御
礼
を
受
け
る
と
、引
き
続
き
個
別
大
名
の
状
況
に
よ
り
対
面
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
日
は
浅
野
光
晟
（
安
芸
藩
主
）
の
継
目
御
礼
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
光
晟
は

献
上
品
を
差
し
上
げ
る
と
「
松（

浅
野
光
晟
）

平
安
芸
守
重
而
御
前
江
被
為
召
、
暫
伺
公
、
掃
部
頭
・

下
総
・
大
炊
・
讃
岐
挨
拶
申
上
訖
」
と
、
再
び
御
前
に
召
さ
れ
て
直
孝
ら
が
「
挨
拶

申
上
」
げ
た
。
御
三
家
対
顔
時
に
伺
候
し
て
い
た
四
名
が
こ
こ
で
挨
拶
し
て
お
り
、

彼
ら
は
そ
の
間
の
諸
儀
礼
で
も
伺
候
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

月
次
登
城
で
は
諸
大
名
が
格
式
に
応
じ
て
順
に
将
軍
へ
拝
謁
し
て
御
礼
を
申
し
上

げ
る
。『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、直
孝
や
老
中
も
ど
こ
か
の
段
階
で

拝
謁
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
江
戸
後
期
の
月
次
登
城
で
は
、老
中
の
礼
席
は「
中

奥
」
に
あ
る
御
座
間
で
あ
り
、「
表
」
出
御
の
前
に
御
目
見
し
て
そ
の
ま
ま
黒
書
院
へ

の
出
御
に
供
奉
し
て
い
た⑩
。
そ
の
頃
の
黒
書
院
で
の
対
面
者
は
御
三
家
や
加
賀
前
田

家
、「
譜
代
」
上
層
の
系
譜
を
引
く
溜
詰
ら
で
あ
り⑪
、
寛
永
期
と
大
差
な
い
。
そ
の
た

め
、
御
座
間
で
の
老
中
の
対
面
も
江
戸
後
期
と
同
様
の
も
の
が
寛
永
期
に
す
で
に
行

な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。「
表
」出
御
に
供
奉
す
る
者
は
そ
の
前
に
御
目
見
す

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
直
孝
・
忠
明
の
礼
席
も
老
中
と
同

様
、
御
座
間
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

次
に
、
正
月
行
事
の
一
つ
で
あ
る
具
足
祝
儀
を
取
り
上
げ
る
。
具
足
祝
儀
は
、
正

月
に
飾
っ
た
家
康
所
用
の
歯
朶
具
足
に
供
え
た
鏡
餅
を
開
い
て
将
軍
と
そ
の
家
臣
で

分
け
る
と
い
う
正
月
行
事
で
、
一
月
二
十
日
（
家
光
没
後
は
一
月
十
一
日
）
に
執
り
行

わ
れ
た
。

『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
年
一
月
二
十
日
条
に

一  

御
具
足
餅
御
祝
酒
井
阿（
忠
行
）波
守
献
之
、
御
配
膳
衆
并
宿
老
衆
長
袴
着
之
、
井
伊
掃（
直
孝
）部
頭
・
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松
平
下（
忠
明
）総
守
御
相
伴
御
盃
被
下
之
、
於
萩
之
間
御
譜
代
面
々
御
祝
之
餅
頂
戴

と
あ
り
、
直
孝
と
忠
明
が
具
足
祝
儀
に
相
伴
し
た
と
あ
る
。
式
の
詳
細
は
『
江
戸
幕

府
日
記
』
の
別
の
年
次
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
御
黒
書
院
御
床
ニ
御
召
之
御
具
足
御
甲
并
御
太
刀
御
陣
刀
御
陣
脇
差
飾
之

一
午
刻
御
黒
書
院　

出
御
御
半
袴

　
（
中
略
）

一
御
熨
斗
出
御
三
方
ニ
載
之　
　
　
　

 　

池
田
帯
刀
役
之

一
御
盃
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野
佐
渡
守
役
之

一
御
具
足
之
餅
出　
　
　
　
　
　
　
　

池
田
帯
刀
役
之

　

  

次
井
伊
掃
部
頭
・
松
平
下
総
守
御
向
之
方
ニ
着
座
半
袴
、
御
具
足
之
餅
出
之
、

掃
部
頭
給
仕
加
々
爪
甲
斐
守
、
下
総
守
給
仕
黒
田
淡
路
守

一  

御
銚
子
出
御
酌
池
田
帯
刀
役
之
、
御
加
牧
野
佐
渡
守
役
之
、
御
前
江
被
召
上
御
盃
御
銚
子

ニ
載
之
、
掃
部
頭
ニ
被
下
之
、
加
無
之

一  

別
之
御
盃
ニ
而
被
召
上
御
銚
子
ニ
載
之
下
総
守
ニ
被
下
之
、
加
無
之
、
御
銚

子
入 

　
（
中
略
）

一  

御
連
歌
之
間
次
之
席
へ
御
成
之
節
、
廊
下
ニ
加
藤
式
部
少
・
毛
利
甲
斐
守
・

御
譜
代
之
大
名
並
居
御
目
見
、
暫
時
御
連
歌
被
為
聞

（『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
八
年
一
月
二
十
日
条
）

将
軍
が
黒
書
院
に
着
座
し
て
具
足
餅
と
酒
が
面
前
に
出
さ
れ
る
と
、
相
伴
者
で
あ

る
直
孝
・
忠
明
が
将
軍
の
正
面
に
着
座
し
て
具
足
餅
が
出
さ
れ
、
将
軍
が
手
を
付
け

た
盃
が
そ
れ
ぞ
れ
両
名
に
下
さ
れ
た
。

そ
れ
以
前
の
状
況
を
確
認
す
る
と
、『
徳
川
実
紀
』
に
は
具
足
祝
儀
そ
の
も
の
は
秀

忠
政
権
期
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
記
載
が
あ
る
が
、
相
伴
者
は
確
認
で
き
な
い
。
両

名
以
外
の
相
伴
者
は
、
土
井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
が
務
め
た
年
が
一
度
だ
け
あ
る
（
表

3
）
が
、
連
続
性
は
な
く
例
外
的
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
相
伴
者
は
ほ
ぼ
直
孝
・

忠
明
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
具
足
祝
儀
で
は
相
伴
者
以
外
に
も
餅
が
下
賜
さ
れ

て
い
る
。「
御
譜
代
面
々
」（
寛
永
十
年
）
の
他
、
寛
永
十
八
年
に
は
「
惣
番
頭
・
物
頭

之
外
殿
中
祗
候
之
面
々
」
へ
も
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
譜
代
衆
は
将
軍
が
黒
書

院
で
の
式
を
終
え
て
移
動
す
る
途
中
で
廊
下
に
並
ん
で
御
目
見
し
た
後
、
別
室
で
具

足
餅
を
下
さ
れ
た
。
惣
番
頭
以
下
へ
は
御
目
見
も
な
く
、
御
目
見
の
有
無
や
下
賜
さ

れ
る
部
屋
に
よ
り
身
分
序
列
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
御
三
家
や
外
様
大
名

は
こ
の
日
登
城
せ
ず
具
足
祝
儀
に
は
加
わ
ら
な
い
。
徳
川
将
軍
の
軍
事
的
象
徴
で
あ

る
家
康
所
用
の
具
足
に
供
え
ら
れ
た
餅
を
共
食
す
る
と
い
う
行
為
か
ら
考
え
て
、
具

足
祝
儀
と
は
将
軍
と
そ
の
軍
事
力
を
構
成
す
る
家
臣
と
の
軍
事
的
団
結
を
再
認
識
す

る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
中
で
直
孝
と
忠
明
の
み
が
将
軍
と
同
じ
空
間
で
餅
を

下
賜
さ
れ
盃
を
交
わ
し
て
お
り
、
徳
川
の
軍
事
指
揮
官
と
し
て
の
格
の
高
さ
を
あ
ら

わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

表 3　具足祝儀の相伴者

年代 井伊
直孝

松平
忠明

土井
利勝

酒井
忠勝 典拠

寛永 10 ○ ○ A

寛永 11 ○ ○ A

寛永 12 ○ ○ A

寛永 13 ○ ○ A

寛永 14 （ 不 詳 ）
寛永 15 ○ 帰国中 ○ ○ A

寛永 16 ○ ○ A

寛永 17 ○ 帰国中 A

寛永 18 ○ ○ A

寛永 19 ○ 帰国中 B

寛永 20 ○ 帰国中 C

正保元 ○ 煩い A

典拠史料　A：『江戸幕府日記　酒井家本』（ゆまに
書房）、B：「天寛日記」（国立公文書館「内閣文庫」
163-180）、C：「柳営録」（同 163-192）
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３　
「
譜
代
筆
頭
」
集
団
の
特
質

月
次
登
城
と
具
足
祝
儀
で
の
両
名
の
行
動
を
通
じ
て
次
の
二
点
が
導
き
出
せ
る
。

一
つ
は
直
孝
と
列
座
し
同
格
と
し
て
行
動
す
る
の
は
忠
明
だ
け
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
両
名
に
よ
り
一
つ
の
集
団
を
形
成
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ

の
集
団
の
形
成
時
期
は
秀
忠
没
後
で
あ
り
、
秀
忠
の
存
命
時
に
は
い
ま
だ
成
立
し
て

い
な
か
っ
た
。
寛
永
九
年
一
月
、
直
孝
は
秀
忠
の
病
床
を
三
度
見
舞
う
が
、
一
月
七

日
と
九
日
に
は
松
平
定
行
、
十
九
日
に
は
忠
明
と
連
れ
立
っ
て
い
る
（『
江
戸
幕
府
日

記
』）。
忠
明
は
同
月
五
日
に
甥
の
松
平
忠
隆
が
死
去
し
た
た
め
そ
の
忌
服
に
よ
り
出

仕
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、「
譜
代
」
の
官
位
序
列
で
忠
明
の
次
に
位
置

す
る
定
行
が
代
わ
り
に
同
行
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
秀
忠
没
後
に
は
直
孝

と
定
行
の
組
み
合
わ
せ
で
列
座
す
る
事
例
は
確
認
で
き
ず
、
秀
忠
遺
命
で
直
孝
・
忠

明
両
名
に
よ
り
「
譜
代
筆
頭
」
集
団
が
形
成
さ
れ
、
特
定
の
役
割
が
付
与
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
両
名
の
本
質
は
将
軍
の
軍
事
を
担
う
「
譜
代
」
の
筆
頭
と
い
え
る

点
で
あ
る
。
具
足
祝
儀
で
の
相
伴
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
行
為
と
い
え
る
。
そ
の
ほ

か
、
将
軍
の
外
出
時
に
も
「
譜
代
筆
頭
」
集
団
は
将
軍
の
も
っ
と
も
近
く
に
供
奉
し

て
い
る
。

将
軍
が
公
式
行
事
で
外
出
す
る
先
の
多
く
は
父
祖
の
廟
所
で
あ
る
。
寛
永
九
年
七

月
、増
上
寺
内
に
秀
忠
廟
堂
が
完
成
し
た
時
に
そ
の
参
詣
礼
式
が
規
定
さ
れ
て
お
り⑫
、

完
成
後
は
じ
め
て
参
詣
し
た
時
の
配
置
図
（
図
2
）
に
よ
る
と
、家
光
と
御
三
家
が
廟

堂
の
中
で
焼
香
す
る
間
、
直
孝
・
忠
明
と
老
中
土
井
利
勝
が
そ
の
縁
に
伺
候
し
て
い

る
。
ま
た
、
寛
永
十
三
年
四
月
の
日
光
社
参
で
は
、
十
七
日
の
東
照
社
祭
礼
で
「
尾

紀
両
卿
・
松
平
出
羽
守
直
政
・
毛
利
甲
斐
守
秀
元
・
立
花
出
羽
守
宗
茂
・
有
馬
玄
蕃

頭
豊
氏
并
井
伊
掃
部
頭
直
孝
・
松
平
下
総
守
忠
明
及
諸
老
臣
陪
従
す
」、
翌
十
八
日
の

御
経
法
会
で
「
尾
紀
の
両
大
納
言
御
末
に
侍
座
せ
ら
れ
、
井
伊
掃
部
頭
直
孝
、
松
平

図 2　  『本光国師日記』（『大日本仏教全書』1922 年、国立国会図書館デジタルコレクションより転載）寛永
9年 7月 24 日条より
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下
総
守
忠
明
、土
井
大
炊
頭
利
勝
、酒
井
讃
岐
守
忠
勝
は
階
下
に
伺
候
」
と
あ
る
（『
徳

川
実
紀
』）。
こ
の
よ
う
に
、
将
軍
の
祖
廟
参
詣
時
に
直
孝
・
忠
明
は
列
座
し
て
臨
み
、

将
軍
が
参
詣
す
る
間
は
も
っ
と
も
近
い
位
置
で
供
奉
し
た
。

そ
の
他
の
将
軍
の
外
出
行
事
に
は
、
大
勢
で
将
軍
の
周
辺
を
囲
ん
で
そ
の
権
威
を

誇
示
す
る
も
の
も
あ
り
、
直
孝
・
忠
明
が
そ
の
筆
頭
に
い
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
は

上
洛
時
の
参
内
行
列
で
あ
る
。
寛
永
十
一
年
七
月
十
八
日
の
参
内
行
列
で
は
上
洛
し

た
す
べ
て
の
譜
代
大
名
が
将
軍
の
前
後
に
供
奉
し
た
。
そ
の
並
び
順
は
、
将
軍
の
す

ぐ
後
ろ
に
少
将
の
直
孝
、
侍
従
の
忠
明
、
つ
い
で
前
日
に
侍
従
に
叙
任
さ
れ
た
松
平

定
行
・
保
科
正
之
・
本
多
政
朝
と
続
く⑬
。
将
軍
外
出
時
、「
譜
代
」
衆
が
ま
と
ま
っ
て

供
奉
す
る
場
合
は
直
孝
・
忠
明
が
そ
の
筆
頭
に
位
置
し
、
最
小
限
の
人
数
の
み
の
場

合
は
両
名
の
み
が
供
奉
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
よ
り
、
直
孝
・
忠
明
は
「
譜
代
筆
頭
」
集
団
を
構
成
し
て
、
将
軍
の
行
動
に

随
従
し
、
そ
の
発
言
を
伝
達
ま
た
は
伝
達
の
場
に
列
座
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ

の
行
為
は
将
軍
の
行
動
ま
た
は
発
言
に
連
動
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
両
名
の
行

為
の
意
味
を
考
え
る
と
、
彼
ら
が
傍
に
い
る
こ
と
で
将
軍
は
「
譜
代
」
の
軍
事
力
に

護
衛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
将
軍
の
発
言
を
伝

達
す
る
場
に
列
座
す
る
こ
と
は
そ
の
発
言
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
発
言
内

容
を
保
証
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

年
寄
の
一
員
と
し
て
の
井
伊
直
孝

１　

直
孝
の
年
寄
衆
入
り

本
章
で
は
、
忠
明
は
務
め
ず
直
孝
だ
け
が
老
中
と
行
動
を
共
に
す
る
行
為
に
注
目

す
る
。

寛
永
九
年
五
月
頃
、
直
孝
は
老
中
の
政
務
に
参
画
し
て
い
る
。
五
月
十
五
日
の
細

川
忠
興
書
状
に
「
雅（
酒
井
忠
世
）

楽
頭
殿
ハ
御
留
守
居
、
大（

土
井
利
勝
）

炊
殿
ハ
な
く
成
候
は
、
伊（

井
伊
直
孝
）

掃
部
殿
・

讃（
酒
井
忠
勝
）

岐
殿
迄
に
て
候
、
御
年
寄
衆
両
人
迄
に
て
ハ
、
召
遣
た
り
申
間
敷
候
哉
」
と
あ
り⑭
、

直
孝
は
「
御
年
寄
衆
」
の
一
員
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
同
書
状
に
は
「
雅
楽
殿
・
大

炊
殿
・
伊
掃
部
を
被
召
、
切
々
御
談
合
之
由
候
」
と
、
家
光
が
酒
井
忠
世
・
土
井
利

勝
と
直
孝
を
召
し
て
度
々
談
合
し
て
い
る
と
も
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
頃
在
府

し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
総
督
特
使
ウ
ィ
ル
レ
ム
・
ヤ
ン
セ
ン
の
日
記
に
は
、

寛
永
九
年
五
月
十
九
日
、
ヤ
ン
セ
ン
配
下
の
者
が
年
寄
の
寄
合
が
開
か
れ
て
い
る
酒

井
忠
世
邸
へ
赴
き
、
閣
老
井
伊
掃
部
頭
に
対
面
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る⑮
。
こ
れ
ら
よ

り
、
こ
の
頃
の
直
孝
は
「
年
寄
」
と
認
識
さ
れ
、
年
寄
衆
の
寄
合
に
出
席
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

寄
合
へ
の
出
席
以
外
に
も
、
こ
の
頃
よ
り
直
孝
が
老
中
同
等
の
行
為
を
開
始
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
六
月
十
三
日
の
細
川
忠
利
書
状
に
「
掃
部
殿
我
等
御
取
成
候
様

ニ
申
来
候
、
必
定
ニ
候
ハ
ヽ
忝
か
り
候
由
可
被
仰
候
、
三（

細
川
忠
興
）

斎
御
目
見
ニ
も
御
取
成
之

由
、
三
斎
被
申
越
候
」
と
あ
る⑯
。
細
川
忠
興
・
忠
利
父
子
か
ら
将
軍
家
光
へ
の
「
御

取
成
」
を
自
分
が
担
う
と
、
直
孝
が
連
絡
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
御

取
成
」
と
は
、大
名
か
ら
将
軍
へ
の
言
上
を
仲
介
す
る
こ
と
で
あ
り
、一
般
的
に
「
取

次
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
は
年
寄
の
役
割
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、

細
川
氏
か
ら
老
中
と
直
孝
に
宛
て
て
同
文
の
将
軍
見
舞
状
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
寛

永
九
年
十
二
月
に
細
川
家
の
江
戸
屋
敷
が
類
焼
し
て
家
光
か
ら
見
舞
い
の
上
使
が
派

遣
さ
れ
る
と
、
在
国
中
の
細
川
忠
利
は
寛
永
十
年
一
月
十
七
日
付
で
土
井
利
勝
、
酒

井
忠
世
、
酒
井
忠
勝
、
井
伊
直
孝
、
稲
葉
正
勝
そ
れ
ぞ
れ
に
宛
て
て
「
過
分
至
極
奉

存
候
」
と
の
意
を
「
御
次
之
刻
御
取
成
」
願
う
旨
の
書
状
を
送
っ
た⑰
。
五
通
と
も
同

文
で
あ
り
、
老
中
と
直
孝
が
同
様
の
「
御
取
成
」
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。細

川
氏
以
外
に
も
同
様
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。『
本
光
国
師
日
記
』
寛
永
九
年

十
一
月
十
一
日
条
に
「
上（

徳
川
家
光
）

様
御
虫
気
之
由
、
御
見
舞
に
御
年
寄
衆
へ
書
状
遣
ス
、
案
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在
左
（
土
井
利
勝
宛
て
書
状
文
面
中
略
）
右
之
文
章
に
て
、
酒
讃
岐
殿
、
稲
丹
後
殿
、
内

伊
賀
殿
、
伊
掃
部
殿
、
松
平
伊
豆
殿
、
酒
雅
楽
殿
へ
書
状
遣
ス
」
と
あ
り
、
金
地
院

崇
伝
が
家
光
の
見
舞
い
の
た
め
書
状
を
遣
わ
し
た
「
年
寄
衆
」
と
は
、
土
井
利
勝
、

酒
井
忠
勝
、
稲
葉
正
勝
、
内
藤
忠
重
、
井
伊
直
孝
、
松
平
信
綱
、
酒
井
忠
世
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
例
か
ら
も
、
直
孝
が
年
寄
衆
の
一
員
と
し
て
将
軍
へ
の
取
次
行
為
を
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

直
孝
に
よ
る
取
次
行
為
が
二
氏
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
史
料
上
確
認
で

き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
だ
け
に
例
外
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
大

名
へ
も
同
様
に
取
次
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
直
孝
が
取
次
を
行

な
っ
た
相
手
の
範
囲
は
確
認
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
細
川
氏
と
同
格
で
あ
る
国

持
大
名
に
対
し
て
は
行
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
直
孝
は
寛
永
九
年
五
月
頃
に
は
年
寄
衆
の
一
角
を
占
め
て
お
り
、
将
軍
面

前
で
の
年
寄
会
議
や
年
寄
中
の
寄
合
へ
出
席
し
、
老
中
と
同
様
の
取
次
行
為
を
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

２　

老
中
と
の
関
係

直
孝
は
年
寄
衆
の
一
角
に
加
わ
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
老
中
と
同
等
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
藤
井
氏
の
研
究
に
あ
る
と
お
り
、
直
孝
は
日
常
的
な
老

中
奉
書
へ
は
加
判
せ
ず⑱
、
こ
の
点
で
老
中
と
は
差
異
が
あ
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
人

ウ
ィ
ル
レ
ム
・
ヤ
ン
セ
ン
は
そ
の
日
記
で
直
孝
を
「（
閣
老
）
会
議
の
議
長
」
と
表
記

し
て
お
り⑲
、
彼
に
幕
閣
各
人
を
説
明
し
た
者
は
直
孝
が
他
の
老
中
と
対
等
で
は
な
く

格
上
の
人
物
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
思
わ
れ
る
。

本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
直
孝
と
老
中
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
幕
閣
会
議
で
の
立

場
を
も
と
に
考
え
る
。

そ
の
例
と
し
て
柳
川
一
件
後
の
朝
鮮
外
交
に
関
わ
る
文
書
作
成
協
議
を
取
り
上
げ

る
。
柳
川
一
件
は
、
寛
永
十
二
年
三
月
、
将
軍
家
光
の
親
裁
に
よ
り
対
馬
藩
主
宗
義

成
に
引
き
続
き
朝
鮮
外
交
を
担
わ
せ
る
裁
定
が
下
さ
れ
た
。
従
来
の
国
書
は
改
竄
さ

れ
て
い
た
た
め
刷
新
し
た
形
式
の
外
交
文
書
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
義
成
は
幕

府
側
と
協
議
し
て
そ
の
作
成
を
進
め
た
。
裁
許
後
初
め
て
作
成
し
た
外
交
文
書
で
あ

る
馬
上
才
に
対
す
る
礼
状⑳
の
作
成
過
程
を
一
章
で
も
用
い
た「
寛
永
丙
子
信
使
記
録
」

に
よ
り
見
て
い
く
。

義
成
は
ま
ず
、
流
罪
と
な
っ
た
外
交
僧
に
代
わ
る
外
交
文
書
作
成
者
の
派
遣
を
老

中
に
求
め
る
が
、断
ら
れ
た
た
め
配
下
の
僧
に
草
案
を
作
成
さ
せ
て
老
中
へ
提
出
し
、

老
中
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
と
金
地
院
崇
伝
、
林
羅
山
か
ら
指
摘
を
受
け
て
修
正
し

た
。
五
月
十
七
日
に
提
示
し
た
第
一
案
以
降
、
指
摘
に
沿
っ
て
修
正
し
て
提
出
す
る

こ
と
三
度
、
よ
う
や
く
老
中
が
承
認
し
た
文
案
が
で
き
あ
が
る
と
、
二
十
三
日
に
井

伊
直
孝
・
松
平
信
綱
が
同
席
し
て
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
審
議
で
は
、
林
羅
山

が
文
面
を
読
み
上
げ
る
と
、
直
孝
は
「
此
書
礼
曹
与
対
礼
ニ
候
哉
」
と
、
宛
先
の
礼

曹
（
朝
鮮
高
官
）
と
差
出
者
が
対
等
な
礼
式
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
。
対
等
と
い
う
回
答

が
得
ら
れ
る
と
、
次
に
直
孝
は
外
国
と
は
官
位
の
上
下
が
異
な
る
の
で
外
交
文
書
で

は
官
位
格
式
に
構
わ
ず
対
等
な
礼
式
と
す
る
べ
き
と
、
朝
鮮
と
の
外
交
文
書
作
成
に

あ
た
っ
て
の
基
本
原
則
を
述
べ
た
。
こ
の
質
問
は
、
直
孝
の
個
人
的
関
心
か
ら
な
さ

れ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
対
礼
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
五
月
十
七
日
の
第
一
案

に
対
す
る
老
中
か
ら
の
指
摘
に
も
あ
り
、
幕
府
の
方
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
柳
川
一
件
後
の
朝
鮮
外
交
に
つ
い
て
は
将
軍
と
年
寄
衆
に
よ
り
協
議
さ

れ
て
お
り㉑
、
す
で
に
対
礼
と
い
う
方
針
は
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
孝
の
質

問
は
、
提
示
さ
れ
た
文
書
案
が
そ
の
方
針
に
適
合
し
て
い
る
か
を
直
接
問
い
た
だ
し

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
十
三
日
の
会
議
で
は
引
き
続
き
老
中
土
井
が
「
礼

曹
ゟ
之
音
物
ハ
軽
少
ニ
候
処
、
此
方
ゟ
之
返
礼
ハ
数
多
ニ
候
段
不
可
然
」
と
述
べ
る

と
直
孝
は
「
無
用
之
費
者
御
省
キ
可
然
」
と
回
答
し
、
土
井
が
示
し
た
返
礼
品
を
減

ら
す
案
に
対
し
て
直
孝
は
賛
意
を
示
し
た
。
ま
た
、
直
孝
が
「
書
契
之
中
ニ
礼
曹
ゟ

之
音
物
此
方
ゟ
之
返
物
被
書
入
有
之
候
段
崇
敬
之
道
ニ
無
之
様
ニ
相
見
候
」
と
、
文
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書
中
に
音
物
・
返
物
の
品
名
を
書
き
込
む
の
は
「
崇
敬
之
道
」
か
ら
外
れ
る
と
指
摘

し
た
の
に
対
し
て
は
、
宗
義
成
が
以
前
か
ら
こ
の
通
り
で
あ
る
と
回
答
し
て
了
解
が

得
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
や
り
と
り
か
ら
み
て
、
こ
の
会
議
は
老
中
か
ら
直
孝
へ

諮
り
、
直
孝
も
疑
問
点
を
問
い
た
だ
す
場
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
会
議
を
通
じ
て
直
孝
と
老
中
の
役
割
の
違
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

老
中
は
宗
氏
か
ら
直
接
相
談
を
受
け
、
案
の
作
成
に
直
接
関
与
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
直
孝
は
案
の
作
成
に
は
関
与
せ
ず
、
老
中
の
も
と
で
承
認
さ
れ
た
案
を
審
議
す

る
の
が
そ
の
役
割
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

当
時
は
将
軍
家
光
に
よ
る
親
裁
体
制
が
採
ら
れ
て
い
た
。
寛
永
十
一
年
三
月
三
日

に
出
さ
れ
た
老
中
宛
法
度
で
は
、
老
中
の
取
り
扱
う
御
用
・
訴
訟
は
将
軍
へ
言
上
す

る
よ
う
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
「
異
国
之
事
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る㉒
。
こ
の
規
定
に
照
ら
す
と
、
朝
鮮
外
交
文
書
も
最
終
的
に
将
軍
へ
言
上
し
て

裁
可
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
二
十
三
日
の
会
議
の
位
置
づ
け
は
、
将
軍
へ
言
上
す
る

前
の
段
階
で
直
孝
へ
諮
問
し
た
も
の
と
い
え
る
。
史
料
上
は
追
え
な
い
が
、
直
孝
の

承
認
が
得
ら
れ
る
と
次
に
将
軍
へ
上
覧
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、本
件
の
よ
う
に
直
孝
へ
諮
ら
れ
た
事
案
は
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

細
川
忠
利
の
書
状
に
、
直
孝
は
「
こ
ま
か
な
る
儀
ニ
ハ
不
被
召
出
候
」㉓

と
あ
り
、
直

孝
は
細
か
な
案
件
の
会
議
に
は
召
し
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

将
軍
の
政
務
判
断
を
伴
う
と
い
っ
た
重
要
案
件
の
み
直
孝
は
関
与
し
、
御
前
会
議
へ

出
席
す
る
ほ
か
、
老
中
の
政
務
案
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
と
理
解
で
き
る
。
先
の

事
例
で
、
直
孝
は
将
軍
の
も
と
で
決
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
方
針
通
り
に
外
交
文

書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
い
た
。
ま
た
、
老
中
土
井
が
宗
氏
に
非
協
力
的

な
態
度
を
見
せ
る
中
、
直
孝
が
宗
氏
へ
内
々
に
助
言
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た㉔
。
将

軍
親
政
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
枠
組
通
り
に
老
中
が
政
務
を
執
っ
て
い
る
か
確
認

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
名
へ
個
別
に
指
南㉕
す
る
こ
と
も
直
孝
の
役
割
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

３　

登
用
背
景

家
光
が
直
孝
を
こ
の
よ
う
に
登
用
し
た
背
景
を
探
る
。

家
光
親
政
当
初
の
幕
閣
の
体
制
は
秀
忠
遺
命
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
家
光

が
寛
永
九
年
五
月
頃
か
ら
そ
の
改
変
に
着
手
し
た
こ
と
は
藤
井
氏
の
研
究
で
示
さ
れ

て
い
る
。
秀
忠
政
権
以
来
の
年
寄
で
あ
る
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
が
引

き
続
き
政
権
の
中
核
に
い
る
体
制
を
改
変
し
よ
う
と
し
、
家
光
は
酒
井
忠
世
を
西
丸

留
守
居
に
命
じ
て
年
寄
か
ら
の
離
脱
を
は
か
る
一
方
で
、
み
ず
か
ら
の
小
姓
で
あ
っ

た
稲
葉
正
勝
を
重
用
し
て
年
寄
中
で
の
地
位
を
引
き
上
げ
た
。
前
述
し
た
五
月
十
五

日
の
細
川
忠
興
書
状
は
改
変
開
始
直
後
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
家
光
と
秀
忠
時
代
以
来
の
老
中
と
の
対
立
構
造
の
も
と
、
直
孝
は
ど
の
よ

う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
稲
葉
正
勝
は
翌
年
、
病
状
が
悪
化
し
て
政
権
か
ら

離
れ
て
帰
国
す
る
が
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
細
川
忠
利
は
「
丹（

稲
葉
正
勝
）

州
煩
、
掃
部
殿
も
迷

惑
か
り
の
由
」と
い
う
情
報
を
得
て
い
る㉖
。稲
葉
の
病
気
に
よ
る
不
在
で
直
孝
が
困
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
か
ら
、
直
孝
は
稲
葉
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
政

権
に
臨
ん
で
い
た
と
理
解
で
き
、
稲
葉
と
同
様
、
将
軍
家
光
に
近
く
そ
の
親
政
を
支

え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

柳
川
一
件
で
も
こ
の
構
造
が
み
ら
れ
る
。
一
件
で
は
、
土
井
利
勝
は
敗
訴
し
た
柳

川
調
興
に
味
方
し
て
お
り
、
裁
定
後
、
勝
訴
し
た
宗
義
成
へ
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
義
成
に
味
方
し
、
そ
の
任
務
が
遂
行
で
き
る
よ
う
支
援
し
た
の

が
家
光
や
直
孝
で
あ
っ
た㉗
。

直
孝
は
秀
忠
政
権
時
に
は
政
権
の
中
枢
に
参
画
し
て
い
な
い
。
直
孝
は
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）
に
家
督
を
継
い
で
以
降
、
寛
永
三
年
ま
で
に
江
戸
へ
参
勤
し
た
の
は
わ

ず
か
三
回
で
、
基
本
的
に
彦
根
に
在
国
し
な
が
ら
京
都
へ
頻
繁
に
出
向
い
て
い
る
。

同
年
を
境
に
在
京
し
な
く
な
っ
た
の
は
、
同
年
に
実
施
さ
れ
た
二
条
行
幸
に
よ
る
朝

幕
関
係
の
安
定
化
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
寛
永
三
年
ま
で
は
二
条
行
幸
で
示
さ
れ
た
朝



四
三

初
期
大
老
井
伊
直
孝
の
二
つ
の
役
割

1043

幕
融
和
に
い
た
る
交
渉
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
寛
永
五

年
か
ら
八
年
ま
で
三
度
参
府
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
に
秀
忠
や
年
寄
ら
と
の
間
に

特
段
の
関
係
を
結
ん
だ
形
跡
は
見
出
せ
な
い
。
秀
忠
と
の
関
わ
り
で
は
、
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）、直
孝
が
十
四
歳
で
秀
忠
付
と
し
て
仕
官
し
た
と
い
う
「
寛
永
諸
家
系
図

伝
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
井
伊
家
当
主
に
就
く
前
の
若
年
期
の
関
係
が
秀
忠
没
後
に

ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

家
光
が
直
孝
を
重
用
し
よ
う
と
す
る
兆
候
は
寛
永
九
年
三
月
か
ら
あ
っ
た
。
三
月

十
日
の
細
川
忠
利
書
状
に
「
掃（

井
伊
直
孝
）

部
殿
花
か
ふ
り
申
候
由㉘
」
と
あ
る
。
同
様
の
表
現
と

し
て
、
稲
葉
正
勝
と
堀
田
正
盛
に
対
し
て
評
さ
れ
た
「
出
頭
花
が
ふ
り
申
候
」
が
あ

り
、藤
井
氏
に
よ
る
と
こ
れ
は
出
頭
人
と
し
て
の
地
位
の
上
昇
を
意
味
す
る
と
い
う
。

い
ず
れ
も
細
川
忠
利
が
用
い
て
お
り
、
類
例
が
他
に
な
い
独
自
の
表
現
の
た
め
、
類

似
し
た
現
象
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
直
孝
の
幕
閣
内
で
の
立
場
は
稲
葉
・
堀
田
ら
家
光

子
飼
い
の
者
と
近
く
、
親
政
を
開
始
し
た
家
光
が
秀
忠
政
権
以
来
の
年
寄
と
対
峙
す

る
た
め
登
用
し
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　
「
譜
代
筆
頭
」
集
団
と
し
て
の
松
平
忠
明

１　

忠
明
の
帰
国
が
も
つ
意
味

藤
井
氏
は
、
秀
忠
の
遺
命
で
は
同
等
で
あ
っ
た
直
孝
・
忠
明
の
幕
政
へ
の
係
わ
り

が
変
化
し
て
、
寛
永
十
一
年
頃
に
は
忠
明
の
幕
政
参
与
の
役
割
は
小
さ
く
な
っ
た
と

し
、
そ
の
要
因
と
し
て
忠
明
の
帰
国
と
直
孝
の
奉
公
ぶ
り
の
良
さ
と
い
う
二
点
を
挙

げ
た
。
忠
明
は
三
年
間
在
府
す
べ
し
と
い
う
秀
忠
の
遺
命
を
受
け
て
い
た
が
、
病
気

の
た
め
翌
十
年
三
月
に
帰
国
し
て
政
権
か
ら
離
れ
た
と
い
う
。
本
節
で
は
、
こ
の
点

を
再
検
討
し
て
い
く
。

三
年
在
府
の
遺
命
が
記
さ
れ
る
最
初
の
史
料
は
、
忠
明
の
没
後
ま
も
な
く
そ
の
臣

岡
嶋
康
之
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
御
行
状
」㉙

で
あ
る
。「
秀
忠
公
寝
疾
明
年
正
月
薨
、

当
期
時
今
之
大（

家
光
）君

年
猶
壮
也
、
太（

忠
明
）守

先
後
三
年
勤
省
武
城
与
聞
政
務
」
と
あ
る
。
家

光
が
若
い
た
め
忠
明
に
三
年
在
府
し
て
政
務
を
与あ

ず
かり

聞
く
よ
う
に
と
秀
忠
か
ら
遺
命

が
下
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
三
年
と
は
、
額
面
通
り
三
年
間
の
在
府
を
命
じ
た
と
は

考
え
に
く
い
。
遺
言
時
点
か
ら
み
て
将
来
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
は
政
治
状
況
に

よ
り
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
政
務
の
状
況
に
よ
っ
て
一
度
の
帰
国
を

取
り
や
め
て
三
年
在
府
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
直
孝
や
老
中
酒
井
忠
勝
は
寛
永
十
一
年
の
将
軍
上
洛
終
了
後
に
数
ヶ
月
間
帰

国
し
て
お
り
、
政
治
状
況
に
あ
わ
せ
て
暇
を
得
て
い
る㉚
。
忠
明
帰
国
時
の
政
治
状
況

を
み
る
と
、
暇
が
下
さ
れ
た
の
は
黒
田
騒
動
の
裁
定
の
三
日
後
に
あ
た
る
。
ま
た
、

忠
明
へ
は
暇
と
共
に
名
物
の
茶
入
が
下
賜
さ
れ
、
同
時
に
直
孝
へ
も
領
地
が
加
増
さ

れ
て
い
る
。
両
方
と
も
恩
賞
と
し
て
下
さ
れ
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
家
光
政

権
へ
の
尽
力
に
対
す
る
褒
美
と
考
え
ら
れ
る
。
秀
忠
廟
の
造
立
、
徳
川
忠
長
や
加
藤

忠
広
の
改
易
、
黒
田
騒
動
の
裁
定
と
い
っ
た
重
要
案
件
を
落
着
さ
せ
て
政
情
が
一
段

落
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
忠
明
へ
暇
が
下
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

寛
永
十
年
三
月
に
帰
国
し
た
忠
明
は
、
同
年
十
二
月
に
参
府
す
る
。
参
府
後
の
忠

明
は
帰
国
前
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
年
十
二
月
二
十
八
日
条
に
は
、「（
国
持
大
名
二
十
三
名
）

御
目
見
一
人
宛
、
被
召
出
暫
有
之
退
去
、
挨
拶
井
伊
掃（

直
孝
）部・

松
平
下（

忠
明
）総・

酒
井
雅（

忠
世
）

楽
頭
・

土
井
大（

利
勝
）

炊
頭
・
酒
井
讃（

忠
勝
）

岐
守
也
」
と
あ
り
、
参
府
し
た
忠
明
は
帰
国
前
と
同
様
、
直

孝
と
列
座
し
て
挨
拶
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、柳
川
一
件
の
御
前
尋
問
（
図

1
）、
武
家
諸
法
度
の
改
定
の
申
渡
し
や
朝
鮮
通
信
使
の
登
城㉛
と
い
っ
た
最
重
要
行
事

で
忠
明
は
直
孝
と
列
座
し
て
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、『
江
戸
幕
府
日
記
』
の
記
述
に
よ
る
限
り
そ
の
頻
度
は
明
ら
か
に
減
少
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。『
江
戸
幕
府
日
記
』で
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は
、
家
光
政
権
発
足
か
ら
数
年
を
経
た
寛
永
十
二
年
頃
に
な
る
と
、
定
例
行
事
の
詳

細
な
内
容
ま
で
は
記
述
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
寛
永
九
年
十

月
に
毛
利
秀
就
・
蜂
須
賀
忠
英
・
浅
野
光
晟
ら
国
持
大
名
が
参
勤
し
将
軍
に
御
目
見

し
た
際
に
は
直
孝
ら
が
伺
候
あ
る
い
は
挨
拶
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
寛
永

十
二
年
二
月
に
彼
ら
が
参
勤
登
城
し
た
時
に
は
挨
拶
者
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
毎

年
繰
り
返
さ
れ
る
行
為
は
特
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
だ
け
で
、
こ
の
時
も
直
孝
・
老
中

ら
は
挨
拶
ま
た
は
伺
候
し
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
中
に
忠
明
も
含
ま
れ
る
か
ど
う

か
、
史
料
上
確
認
は
と
れ
な
い
が
、
寛
永
十
三
年
の
朝
鮮
通
信
使
の
登
城
儀
礼
時
に

は
忠
明
は
直
孝
と
列
座
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
名
が
殿
中
儀
礼
で
同
格
に
あ
る
状

態
は
変
化
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
忠
明
は
寛
永
十
年
の
帰
国
後
も
、
ほ
ぼ
一
年

ご
と
に
帰
国
し
て
お
り
、
在
府
時
に
は
日
常
的
な
殿
中
儀
礼
で
も
直
孝
と
列
座
し
て

い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

寛
永
十
四
年
に
入
る
と
、
家
光
の
病
気
に
よ
り
定
例
の
殿
中
儀
礼
は
休
止
す
る
こ

と
に
な
り
、
両
名
同
格
の
行
為
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で
も
、
直
孝
が

家
光
の
た
め
に
御
膳
を
献
じ
、
能
・
風
流
を
催
し
た
の
と
同
規
模
の
も
の
を
忠
明
も

行
な
っ
て
お
り32
、
両
名
が
将
軍
に
対
し
て
同
様
の
格
式
で
接
し
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
よ
り
、
忠
明
は
帰
国
し
て
も
秀
忠
遺
命
に
よ
る
役
割
か
ら
離
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
せ
る
。

２　

新
た
な
役
割
付
与

忠
明
は
寛
永
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
暇
を
得
て
十
五
年
十
二
月
に
参
勤
す
る

と
、
十
六
年
三
月
に
姫
路
へ
国
替
え
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
十
四
年
の
帰
国
は

島
原
の
乱
へ
の
出
兵
準
備
と
も
伝
わ
り33
、
姫
路
へ
の
国
替
え
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
日

本
に
攻
め
入
る
と
い
う
風
説
が
あ
り
こ
れ
に
備
え
る
た
め
と
い
う
伝
承
が
あ
る34
。
寛

永
十
六
年
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
追
放
し
て
鎖
国
が
完
成
し
た
年
で
あ
り
、
姫
路
へ
の
国

替
え
が
そ
れ
に
伴
う
軍
事
的
布
石
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
寛
永
十
四

年
の
帰
国
も
含
め
、「
譜
代
」
の
本
来
的
役
割
で
あ
る
軍
事
力
が
期
待
さ
れ
て
の
任
命

と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
江
戸
を
離
れ
る
期
間
が
長
く
な
る
が
、
寛
永
十
七
年
・
同

十
九
年
の
将
軍
日
光
社
参
に
あ
わ
せ
て
参
府
し
、
日
光
へ
供
奉
し
て
い
る
。
ま
た
、

寛
永
十
七
年
の
日
光
供
奉
以
降
、
翌
年
二
月
の
帰
国
ま
で
の
間
に
は
、
将
軍
外
出
時

や
料
理
拝
領
の
際
に
直
孝
と
列
座
し
て
い
る
。
新
た
な
役
割
が
付
与
さ
れ
た
と
は
い

え
、
そ
れ
は
「
譜
代
筆
頭
」
の
立
場
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
孝
と
共
に
「
譜

代
筆
頭
」
集
団
を
構
成
す
る
状
態
か
ら
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

両
名
が
拝
命
し
た
役
割
が
幕
政
参
与
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
帰
国
し
て
政
権
か
ら

離
れ
る
こ
と
は
拝
命
し
た
役
割
か
ら
の
離
脱
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

拝
命
し
た
も
の
が
「
譜
代
筆
頭
」
と
い
う
格
式
を
も
と
に
す
る
集
団
と
考
え
れ
ば
、

帰
国
し
て
も
そ
の
格
式
に
変
わ
り
は
な
い
。
江
戸
中
期
に
成
立
す
る
殿
席
と
そ
の
性

質
は
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
殿
席
は
将
軍
と
の
親
疎
関
係
や
官
位
を
基
準

に
大
名
を
七
区
分
し
た
も
の
で
、登
城
時
の
礼
席
は
殿
席
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
ほ
か
、

同
席
の
大
名
は
同
格
と
さ
れ
、
役
の
負
担
も
殿
席
を
基
準
に
選
定
さ
れ
た35
。
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
通
り
、「
譜
代
筆
頭
」
集
団
に
は
同
様
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
井
伊

家
の
殿
席
は
常
に
溜
詰
で
あ
っ
た
。「
譜
代
筆
頭
」か
ら
溜
詰
へ
直
接
つ
な
が
る
わ
け

で
は
な
い
が
、「
譜
代
筆
頭
」
集
団
は
殿
席
に
よ
る
大
名
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
の
前
身
形

態
の
一
つ
と
み
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

井
伊
直
孝
と
松
平
忠
明
は
、
大
御
所
秀
忠
の
遺
命
で
「
譜
代
筆
頭
」
の
格
式
に
基

づ
く
集
団
を
形
成
す
る
と
、
将
軍
家
光
の
対
面
儀
礼
や
外
出
に
供
奉
し
、
そ
の
発
言

の
伝
達
な
ど
を
老
中
と
共
に
行
な
っ
た
。
一
方
、
家
光
が
子
飼
い
の
稲
葉
正
勝
ら
を

重
用
し
て
自
身
の
幕
政
へ
の
影
響
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
向
の
中
で
、
直
孝
が
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年
寄
衆
に
加
え
ら
れ
た
。
年
寄
の
会
議
に
出
席
し
、
大
名
の
取
次
を
行
な
う
点
は
老

中
と
共
通
す
る
が
、
関
与
し
た
の
は
幕
政
の
重
要
事
の
み
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
の
差
は
、
老
中
は
幕
政
全
般
を
執
行
す
る
の
を
職
務
と
し
た
の
に
対

し
、
直
孝
は
家
光
親
政
の
実
現
を
目
的
と
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
違
い
に
帰
結
で

き
る
だ
ろ
う
。「
譜
代
筆
頭
」
の
役
割
も
、
年
寄
と
し
て
の
直
孝
も
、
根
本
的
に
は
将

軍
本
人
に
寄
り
添
い
、
そ
の
政
務
と
威
光
を
補
佐
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

老
中
の
政
務
に
同
席
す
る
直
孝
の
行
為
は
、
の
ち
の
大
老
職
と
類
似
点
が
多
く
、

そ
の
前
身
と
判
断
で
き
る
。
一
方
、
直
孝
・
忠
明
列
座
し
て
の
行
為
は
、
井
伊
直
興
・

直
幸
・
直
亮
が
大
老
就
任
前
に
拝
命
し
て
い
る
「
御
用
部
屋
入
り
」
に
類
似
し
て
い

る
。「
御
用
部
屋
入
り
」
は
役
職
で
は
な
く
溜
詰
の
範
疇
に
あ
り
な
が
ら
、老
中
の
御

用
部
屋
に
入
っ
て
将
軍
の
御
機
嫌
を
伺
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
立
場36
で
、
殿
中
で
の
礼

席
が
老
中
と
と
も
に
御
座
間
と
な
る
点
な
ど
が
直
孝
・
忠
明
と
共
通
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
直
孝
・
忠
明
の
役
割
が
そ
の
ま
ま
次
世
代
以
降
へ
継
承
さ
れ
て
大
老
職
・
御

用
部
屋
入
り
・
溜
詰
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
忠
明
没
後
し
ば
ら
く
は
二
つ
の

役
割
と
も
に
直
孝
一
人
で
担
い
、
そ
の
間
に
家
光
に
嫡
子
家
綱
が
誕
生
し
て
そ
の
成

長
儀
礼
に
も
直
孝
は
関
わ
る
。
そ
の
状
態
の
直
孝
の
役
割
が
保
科
正
之
、榊
原
忠
次
、

井
伊
直
澄
・
直
興
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
変
質
や
再
編
が
あ
る
。

引
き
続
き
、
直
孝
の
各
役
割
が
次
世
代
以
降
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
を

追
い
、
彼
ら
の
幕
政
上
の
位
置
づ
け
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

注①　
野
田
浩
子
「
江
戸
幕
府
初
期
大
老
と
井
伊
直
孝
の
役
割
」（『
立
命
館
文
学
』
六
〇
五

号
、
二
〇
〇
八
年
）。

②　

藤
井
讓
治
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
）。

③　

三
宅
正
浩
「
江
戸
幕
府
の
政
治
構
造
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史　

第
十
一
巻　

近
世

二
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。

④　

前
掲
注
②
藤
井
著
書
一
一
一
頁
。

⑤　
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本
』（
ゆ
ま
に
書
房
）。

⑥　

厳
密
に
は
寛
永
十
一
年
に
職
務
が
制
定
さ
れ
て
老
中
の
成
立
と
な
る
が
、本
稿
で
は

職
務
制
定
以
前
で
あ
っ
て
も
加
判
す
る
年
寄
を
老
中
と
称
し
、加
判
し
な
い
年
寄
を
含

ん
だ
年
寄
集
団
を
年
寄
衆
と
称
す
る
。

⑦　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
Ｑ
Ｂ
―
三
二
九
九
。

⑧　

二
木
謙
一
『
武
家
儀
礼
格
式
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
大
友
一
雄

「
近
世
の
武
家
儀
礼
と
江
戸
・
江
戸
城
」（『
日
本
史
研
究
』
四
六
三
、
二
〇
〇
一
年
）。

⑨　

彼
ら
の
官
位
は
、
井
伊
直
滋
は
侍
従
、
松
平
定
行
は
四
品
で
あ
る
が
、
保
科
正
之
と

井
伊
直
之
は
五
位
で
あ
り
、官
位
序
列
に
よ
る
区
分
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
井
伊
直

政
の
妻
は
徳
川
家
康
の
養
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
、井
伊
家
は
徳
川
一
門
並
に
処
遇
さ
れ

て
い
た
（
野
田
浩
子
『
井
伊
直
政
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
と
考
え
れ
ば
、
黒

書
院
で
御
礼
す
る
者
は
い
ず
れ
も
徳
川
一
門
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑩　

松
平
秀
治
「
江
戸
幕
府
老
中
の
勤
務
実
態
に
つ
い
て
」（
児
玉
幸
多
先
生
古
稀
記
念

会
編
『
幕
府
制
度
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）。

⑪　

野
田
浩
子
「
大
名
殿
席
『
溜
詰
』
の
基
礎
的
考
察
」（『
彦
根
城
博
物
館
研
究
紀
要
』

十
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

⑫　
「
明
後
廿
四
日
三
縁
山
霊
廟
御
詣
の
儀
注
を
御
前
に
て
諸
老
臣
と
共
に
議
定
せ
ら

る
」（『
徳
川
実
紀
』
寛
永
九
年
七
月
二
十
二
日
条
）。

⑬　
「
将
軍
家
光
公
御
上
洛
之
記
」（『
徳
川
礼
典
録
』
上
）。

⑭　
『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史
料
』（
東
京
大
学
出
版
会
、以
下
『
細
川
家
』
と
略

記
す
る
）
四
巻
九
五
八
。

⑮　

永
積
洋
子
訳
『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』
第
二
輯
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九

年
）
一
六
三
二
年
七
月
十
六
日
条
。

⑯　
『
細
川
家
』
十
六
巻
一
五
八
九
。

⑰　
『
細
川
家
』
十
七
巻
一
九
三
二
。

⑱　

直
孝
の
加
判
が
確
認
で
き
る
奉
書
は
、
寛
永
十
六
年
七
月
五
日
付
の
「
か
れ
う
た

船
」
渡
航
禁
止
な
ど
数
例
で
、
い
ず
れ
も
加
判
の
列
か
ら
外
れ
た
土
井
利
勝
・
酒
井
忠

勝
も
加
判
す
る
幕
政
の
重
要
事
で
あ
る
（
前
掲
注
②
藤
井
著
書
）。
加
判
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
そ
の
内
容
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、直
孝
が
関
与
し
た
政
務
の

範
囲
が
推
測
で
き
る
。

⑲　

前
掲
注
⑮
史
料
、
一
六
三
二
年
八
月
十
九
日
（
寛
永
九
年
七
月
四
日
）
条
。
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⑳　

幕
府
か
ら
派
遣
が
要
請
さ
れ
て
い
た
馬
上
才
（
乗
馬
曲
芸
団
）
一
行
が
三
月
晦
日
に

江
戸
へ
到
着
し
、
将
軍
へ
の
曲
馬
を
披
露
し
た
。

㉑　

朝
鮮
外
交
の
諸
事
を
老
中
土
井
・
酒
井
利
勝
へ
問
い
合
わ
せ
た
が
充
分
な
答
え
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
宗
義
成
が
直
孝
へ
相
談
し
た
際
、
直
孝
は
「
大
炊
頭
殿
・
讃
岐

守
殿
ゟ
可
被
達　

上
聞
候
間
、
近
日
御
差
図
可
被
仰
付
与
存
候
、
若
も
衆
議
ニ
及
候

ハ
ヽ
委
曲
可
申
談
」
と
回
答
す
る
（「
寛
永
丙
子
信
使
記
録
」
寛
永
十
二
年
四
月
十
三

日
条
）。
こ
こ
か
ら
朝
鮮
外
交
の
案
件
は
老
中
か
ら
将
軍
へ
提
示
し
て
決
定
さ
れ
る
と

い
う
過
程
を
経
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

㉒　

前
掲
注
②
藤
井
著
書
。

㉓　

寛
永
十
二
年
三
月
十
日
付
細
川
忠
利
書
状
案
（『
細
川
家
』
十
二
巻
七
九
六
号
）。

㉔　

前
掲
注
㉑
の
事
例
。

㉕　

三
宅
正
浩
氏
は
、阿
波
蜂
須
賀
家
が
親
類
関
係
に
基
づ
い
て
直
孝
か
ら
指
南
を
受
け

て
い
た
と
す
る
（「
近
世
前
期
蜂
須
賀
家
と
親
類
大
名
井
伊
直
孝
」（『
近
世
大
名
家
の

政
治
秩
序
』
校
倉
書
房
、二
〇
一
四
年
、初
出
は
二
〇
〇
六
年
）。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
は
直
孝
が
年
寄
の
一
員
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、直
孝
側
か
ら
み
て
親
類
大
名

と
そ
れ
以
外
の
者
へ
の
指
南
に
は
内
容
的
な
差
異
が
あ
っ
た
の
か
、今
後
検
討
を
要
す

る
と
考
え
る
。

㉖　

寛
永
十
年
八
月
一
日
付
細
川
忠
利
書
状
（『
細
川
家
』
十
七
巻
二
二
八
七
）。

㉗　

田
代
和
生
『
書
き
換
え
ら
れ
た
国
書
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）。

㉘　
『
細
川
家
』
十
六
巻
一
五
四
〇
。

㉙　

行
田
市
郷
土
博
物
館
蔵
、
奥
平
家
文
書
五
二
。

㉚　

直
孝
は
、
結
果
的
に
は
こ
の
一
度
し
か
帰
国
し
て
い
な
い
が
、
正
保
元
年

（
一
六
四
四
）
に
彦
根
の
家
臣
へ
宛
て
て
「
直
孝
儀
も
定
而
来
年
時
分
ハ
御
暇
被
下
、

其
元
へ
参
ニ
て
可
在
之
候
」（
彦
根
市
史
近
世
史
部
会
編
『
久
昌
公
御
書
写
―
井
伊
直

孝
書
下
留
―
』
七
十
二
）
と
伝
え
て
お
り
、
帰
国
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㉛　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
一
日
条
、
寛
永
十
三
年
十
二
月
十
三
日

条
。

32　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
十
四
年
八
月
二
十
五
日
条
、
同
年
九
月
十
七
日
条
。

33　
『
徳
川
実
紀
』
寛
永
十
四
年
歳
末
条
。

34　
「
侯
家
編
年
録
」（
前
田
育
徳
会
蔵
）
寛
永
十
六
年
三
月
条
。

35　

松
尾
美
恵
子
「
大
名
の
殿
席
と
家
格
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和

五
十
九
年
度
）、「
近
世
大
名
制
の
成
立
」（『
学
習
院
史
学
』
三
三
、
一
九
九
五
年
）。

36　

野
田
浩
子
「
井
伊
家
の
家
格
と
幕
府
儀
礼
」（
朝
尾
直
弘
編
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の

儀
礼
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
本
学
授
業
担
当
講
師
）


